
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

夜勤職員配置加算（Ⅲ）

＊　その他の加算（短期）

300

600

1,000

1,300

1,445

第 １ 段 階 0

第 ２ 段 階 370

第３段階① 370

第３段階② 370

第 ４ 段 階 855

＊　所得段階

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

第 １ 段 階 940 1,009 1,082 1,152

第 ２ 段 階 1,610 1,679 1,752 1,822

第３段階① 2,010 2,079 2,152 2,222

第３段階② 2,310 2,379 2,452 2,522

第 ４ 段 階 2,940 3,009 3,082 3,152

上記1割負担で計算してあります。一定以上所得のある方は2割負担・3割負担となる場合がありますので、

介護保険負担割合証、負担限度額認定証のご確認をお願いします。
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④介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：基本サービス費＋総加算に2.7％を乗じた金額となります。

第４段階 世帯に課税者がいる、または市町村民税本人課税 上記以外

第１段階 生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者
かつ、預貯金等が単身で1,000万円

（夫婦で2,000万円）以下

第２段階 公的年金等収入額（非課税年金を含む）＋その他の合計所得金額が８０万円以下

かつ、預貯金等が単身で550万円
（夫婦で1,550万円）以下

第３段階② 公的年金等収入額（非課税年金を含む）＋その他の合計所得金額が１２０万円以上
かつ、預貯金等が単身で500万円

（夫婦で1500万円）以下

第３段階① 公的年金等収入額（非課税年金を含む）＋その他の合計所得金額が８０万円以上１２０万円以下

第３段階②

第４段階
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介　護　度　区　分

従来型
多床室

①送迎加算：入退所時の送迎片道１８４円を加算する。

計

かつ、預貯金等が単身で650万円
（夫婦で1,650万円）以下

②介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：基本サービス費＋総加算に8.3％を乗じた金額となります。
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食
費

第１段階

第２段階

第３段階①

672 745 815

従来型
多床室

640 709 782

③ベースアップ等支援加算：基本サービス費＋総加算に1.6％を乗じた金額となります。
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【１割負担】

福 寿 荘 【 シ ョ ー ト ス テ イ 料 金 表 】

　令和6年4月１日より

介　護　度　区　分

  基本サービス費 603



円/日

要介護５

円/日

要介護５

1,221

1,891

2,291

2,591

3,221

④介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：基本サービス費＋総加算に2.7％を乗じた金額となります。

上記以外

かつ、預貯金等が単身で1,000万円
（夫婦で2,000万円）以下

かつ、預貯金等が単身で550万円
（夫婦で1,550万円）以下

かつ、預貯金等が単身で500万円
（夫婦で1500万円）以下

921

①送迎加算：入退所時の送迎片道１８４円を加算する。

かつ、預貯金等が単身で650万円
（夫婦で1,650万円）以下

②介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：基本サービス費＋総加算に8.3％を乗じた金額となります。

884

③ベースアップ等支援加算：基本サービス費＋総加算に1.6％を乗じた金額となります。

【１割負担】


